
道水路境界立会願の提出部数変更について
（お知らせ）

土地家屋調査士の皆様

令和６年８月１日以降の道水路境界立会について、下記のとおり
変更しますのでご協力をお願いいたします。

立会願いの提出部数を「１部」から「２部（正本１部、副本１
部）」へ変更します。
※副本はすべてモノクロコピー可

変更点４ 道水路境界の立会い及び承認願提出部数の変更

令和６年８月１日 安城市維持管理課


